
 児童福祉法第  条  第 項 規定 基  小児慢性特定疾病医療機関 申請   場合  
 柏市保健所  指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書  提出     

 指定医療機関 要件 以下 医療機関等       
   保険医療機関
   保険薬局
   健康保険法 規定  指定訪問看護事業者
  児童福祉法法第  条  第 項 該当        申請書 裏面参照 

 指定医療機関 責務 法第  条    第  条    第  条    
   指定医療機関  厚生労働大臣 定         良質  適切 医療 行       
      
   指定医療機関 診療方針 健康保険 診療方針 例    
   指定医療機関  小児慢性特定疾病医療支援 実施 関  市長 指導 受        
     

指定小児慢性特定疾病医療機関    

  指定申請    

  変更 届出等    

 指定医療機関    名称及 所在地  他 申請 記載事項 変更 場合  柏市保健所 
  指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書  提出        日以内 届出  
  法第  条    

 指定医療機関   業務 休止 廃止 又 再開      医療法等   処分 受       
    該当  場合  速   柏市保健所 届     任意様式  

指定 更新 申請及 変更 手続等

  辞退 届出    

 指定医療機関  月以上 予告期間 設   指定 辞退          法第  条    

   参考資料  児童福祉法 一部 改正  法律 基   法  第 目 指定小児慢性特定疾
病医療機関  第  条       法律抜粋          



指定医療機関 対  監督

  報告 出頭 検査

 市長  小児慢性特定疾病医療支援 実施 関  必要    認      指定医療機関 
 開設者等 対  報告 診療等 提出等 命  出頭 求  又 職員  関係者 対 質問   
 診療録等   検査           第  条    

  勧告 命令

 市長  指定医療機関 法 規定      小児慢性特定疾病医療支援 行      認  
     指定医療機関 開設者 対  期限 定   遵守      勧告         
  第  条    
 市長  勧告 受  指定医療機関 開設者  正当 理由   措置      期限 定  
 措置命令          

  指定 取消 

 市長  以下 事由 該当  場合等   指定医療機関 取消  又 期間 定  指定 全
 部又 一部 効力 停止          第  条    
  開設者 禁固刑以上 刑 児童福祉法等   罰金刑 処             
  保険医療機関 保険薬局等         
  開設者 小児慢性特定疾病医療費 支給 関 重  指導 勧告       
  診療方針等 違反     
  小児慢性特定疾病医療費 不正請求     等

  問合 先 
               柏市柏下  番地  
             柏市保健所 地域保健課
       電話            

    他

 柏市保健所  指定小児慢性特定疾病医療機関     指定小児慢性特定疾病医療機関 名
  称 所在地    変更 指定 辞退並  指定 取消     場合 公示         
  通  周知    法第  条    

 指定医療機関   年   更新 受        期間 経過       効力 失  
  法第  条    

 柏市保健所  指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書  提出     

  指定 更新    



 児童福祉法第  条  第 項 

  申請者  禁錮以上 刑 処      執行 終   又 執行 受         
   者      
  申請者    法律  他国民 保健医療若   福祉 関  法律 政令 定    
 規定   罰金 刑 処      執行 終   又 執行 受            
者      
  申請者  労働 関  法律 規定    政令 定       罰金 刑 処   
   執行 終   又 執行 受            者      
  申請者  第  条    規定   指定小児慢性特定疾病医療機関 指定 取 消 
    取消  日  起算   年 経過   者 当該指定小児慢性特定疾病医療機関 
指定 取 消   者 法人   場合      当該取消  処分 係 行政手続法 平
成 年法律第  号 第  条 規定   通知    日前  日以内 当該法人 役員又
   医療機関 管理者 以下 役員等          者 当該取消  日  起算   
年 経過      含  当該指定小児慢性特定疾病医療機関 指定 取 消   者 
法人   場合      当該通知    日前  日以内 当該者 管理者    者
 当該取消  日  起算   年 経過      含             当該取消 
  指定小児慢性特定疾病医療機関 指定 取消    当該取消  処分 理由    
事実  他 当該事実 関  当該指定小児慢性特定疾病医療機関 開設者 有    
責任 程度 考慮     号本文 規定  指定小児慢性特定疾病医療機関 指定 取
消  該当           相当    認         厚生労働省令 定   
  該当  場合 除  
  申請者  第  条    規定   指定小児慢性特定疾病医療機関 指定 取消  
処分 係 行政手続法  条 規定   通知    日 第 号     通知日      
  当該処分   日又 処分       決定  日   間 第  条    規定  
 指定小児慢性特定疾病医療機関 指定 辞退 申出   者 当該辞退    相当 
理由   者 除     当該申出 日  起算   年 経過           
  申請者  第  条   第 項 規定   検査 行   日  聴聞決定予定日 当該
検査 結果 基  第  条    規定   指定小児慢性特定疾病医療機関 指定 取
消  処分 係 聴聞 行  否  決定      見込   日   厚生労働省令 定
        都道府県知事 当該申請者 当該検査 行   日    日以内 特定
 日 通知  場合    当該特定 日        間 第  条    規定   指
定小児慢性特定疾病医療機関 指定 辞退 申出   者 当該辞退    相当 理由
   者 除     当該申出 日  起算   年 経過           
  第 号 規定  期間内 第  条    規定   指定小児慢性特定疾病医療機関 
指定 辞退 申出    場合     申請者  通知日前  日以内 当該申出 係 
法人 当該辞退    相当 理由   法人 除    役員等又 当該申出 係 法人 
  者 当該辞退    相当 理由   者 除    管理者    者  当該申出 
日  起算   年 経過           
  申請者  前項 申請前 年以内 小児慢性特定疾病医療支援 関 不正又 著  不
当 行為   者      
  申請者  法人    役員等    前各号      該当  者        
   
   申請者  法人   者    管理者 第 号  第 号        該当  者
      


